
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

 

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE TOBU RAILWAY CO. , LTD.

終更新日：2015年11月25日
東武鉄道株式会社

代表取締役社長 根津 嘉澄

問合せ先：03-5962-2067

証券コード：9001

http://www.tobu.co.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

１ 会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画 
  当社では、会社の目指すところ（経営理念等）として「東武グループ経営理念」、「東武グループ経営方針」を定め、当社ホームページ 
 （http://www.tobu.co.jp/corporation/management/）にて公表しております。 
 
  上記の経営理念、経営方針のもと、中長期にわたり経営基盤を強化し、さらなる企業価値向上を図るため、以下の４つの基本戦略による 
 「東武グループ中期経営計画」を策定しており、当社ホームページ（http://www.tobu.co.jp/corporation/plan/）にて公表しております。 
 （１）鉄道事業の利便性・安全性の向上 
 （２）東京スカイツリータウンの継続的な収益力強化    
 （３）沿線の生活価値の向上    
 （４）観光戦略の展開 
  以上の基本戦略に基づき、各既存事業の収益力の強化に注力することに加え、2020年も見据えた今後の収益源となる事業創出に取り組む 
 ことにより、2016年度において、営業利益650億円、当期純利益320億円、売上高営業利益率10％以上、有利子負債/ＥＢＩＴＤＡ倍率７倍程度の 
 達成を目指しております。 
 
 当社では経営理念、経営方針の実現のため、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を次のとおりとしております。 
 
２ コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 
  当社は株主の皆様をはじめとする各ステークホルダーの信頼をいただき、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るためには、公正 
 かつ透明な経営体制を確立することが重要であると考えております。今後も、従来の取締役会と監査役制度をさらに充実させ、適時・適切かつ 
 積極的に情報開示を行ってまいります。さらに、企業倫理と遵法意識に則った誠実な企業行動を実践することにより、コーポレートガバナンス 
 の充実に努めてまいります。 
  また、当社は上記の考え方のもと、コーポレートガバナンス・コードの趣旨・精神を尊重し、各原則に対応して企業価値向上を図ってまいり 
 ます。 
 
３ 当社では、ステークホルダーの皆様に支えられていることを自覚し、役職員の行動指針を定め、実践することが不可欠と認識し、 「東武 
 グループコンプライアンス基本方針」（http://www.tobu.co.jp/corporation/policy/）を制定しております。 

（補充原則４－11－３） 
 取締役会の実効性を確保すべく、2016年より、毎年、各取締役の自己評価等をふまえ、取締役会の実効性について、分析・評価を行い、その結
果の概要を開示してまいります。 

１ 会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画（原則３－１（ｉ）） 
  本報告書「Ｉ．１．基本的な考え方」に記載しております。 
 
２ コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針（原則３－１（ｉｉ）） 
  本報告書「Ｉ．１．基本的な考え方」に記載しております。 
 
３ 当社では、ステークホルダーの皆様に支えられていることを自覚し、役職員の行動指針を定め、実践することが不可欠と認識し、 「東武 
 グループコンプライアンス基本方針」（http://www.tobu.co.jp/corporation/policy/）を制定しております。 
 
４ 当社では、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に向け、資本提供者たる株主の皆様の理解や信認を得るため適切な対応に努め
 るべきであると認識しております。このため、株主の権利、平等性の確保はもとより株主・投資家の皆様の理解と支援を深めるため、以下の 
 とおり株主・投資家の皆様と建設的な対話を行っております。（原則５－１） 
 （i） 株主・投資家との対話全般については、総務法務部担当役員および財務部担当役員が共同して担当しております。 
 （ii） 株主・投資家との建設的な対話を促進するため、総務法務、財務、経営企画、広報部門等が連携し、情報を共有する体制を構築しており 
    ます。 
 （iii） 当社では、株主総会において、株主からの質問に対する丁寧な説明に努めているほか、個人株主向け施設見学会を年１回、機関投資家 
    向け決算説明会を年２回、機関投資家向け沿線施設見学会を年１回開催し、対話を行っております。また、当社ホームページにおいて、 
    事業の情報発信であるニュースリリースをはじめ、決算情報、適時開示資料等のＩＲ情報や株主総会や株主優待などの株主向け情報を 
    適時適切に掲載し、対話の基礎となる情報発信に努めております。 
 （iv） 個人株主との対話については担当者が総務法務部担当役員へ報告し、対話内容によっては経営陣間で情報を共有しております。さらに 
    適宜、個人株主との対話内容を会議体により経営陣に報告しております。また、機関投資家との対話において、機関投資家向け決算説明 
    会の実施結果を会議体などにより経営陣に報告しているほか、個別対応した機関投資家との面談内容については、四半期ごとに経営陣、
    監査役および関係部門に報告し、情報の共有に努めております。 
 （v） 株主、投資家との対話において、インサイダー情報が漏えいすることのないよう、社内においてインサイダー情報の管理や教育を徹底して 
    おります。さらに、決算期日の翌日から決算発表までは、決算情報に関しての「サイレント期間」として、面談を含めた問い合わせへの回答 
    を控えております。 



２．資本構成 

【大株主の状況】 

 
５ 政策保有株式に関する方針および議決権行使基準（原則１－４） 
  当社は、取引先との関係の維持・強化による事業の円滑な推進と当社グループの事業への相乗効果等を総合的に勘案し、政策保有株式を 
 保有しております。 
  政策保有株式にかかる議決権の行使にあたっては、当社グループならびに投資先企業の中長期的な企業価値向上に資するか否かの観点 
 から判断しております。 
 
６ 関連当事者間の取引（原則１－７） 
  当社では、取締役の競業取引および利益相反取引につきまして、法令および社内規程に従い、取締役会において、取引前に承認し、取引後 
 に結果報告を行っております。また、議決権の10％以上を保有する主要株主との取引につきましても公平・公正かつ透明な取引を行い、当社 
 および株主共同の利益を害しないよう適切に対応してまいります。 
 
７ 経営理念等の実現に向けた取締役会、監査役制度等の概要は次のとおりです。 
 （１）取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方ならびに取締役・監査役候補の指名を行うに当たっ 
  ての方針および手続き（補充原則４－11－１、原則３－１（ｉｖ）） 
    当社では「安全は東武グループすべての事業の根幹である」との信念のもと、社会インフラのひとつである鉄道事業をはじめ、全事業におけ
  る安全を確保することがステークホルダーの皆様からの信頼をいただき、将来にわたる持続的成長を目指すうえでの基礎であると認識して 
  おります。これを踏まえ当社事業特性を熟知のうえ、事業運営や事業を支える間接部門に精通している社内出身の取締役と監督機能を高め、
  経営の公正性かつ透明性確保に資する独立社外取締役により取締役会について構成し企業価値向上を図っていくことが望ましいと考えて 
  おります。また、取締役の人数については、社内、社外あわせて20名以内としております。現在の取締役は、当社事業特性に適う高度な専門 
  知識や企業経営者としての豊富な経験・見識を有する独立社外取締役２名（うち１名は女性）を含む15名としており、多様性、知識・経験・能力
  がバランスよく構成されるよう努めております。 
    監査役候補については会社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立するという監査役の責務に 
  資する適任者を選定することが望ましいと考えております。 
    上記方針を踏まえ、経営陣幹部の選任および取締役候補の指名については、独立社外取締役等の社外役員が参加した取締役会にて 
  審議のうえ、また、監査役候補については、監査役会の同意を得て取締役会にて審議のうえ、それぞれ株主総会に諮っております。さらに、 
  取締役候補の指名の手続きについては、2016年より独立社外取締役等による指名・報酬委員会を設置し、同委員会への諮問、答申を経て、 
  取締役会にて審議のうえ株主総会に諮ることとしております。 
 
 （２）独立社外取締役の独立性判断基準および資質（原則４－９） 
    当社では、経営に対し幅広い見識を有しており、かつ経営陣から独立した立場にて客観的な視点から取締役の職務執行に関し、意見、 
  助言を行うことにより経営の効率性および公正性の確保に資する方を独立社外取締役に選任しております。経営陣からの独立を判断する 
  基準とは、経営陣から著しいコントロールを受け得る者または経営陣に著しいコントロールを与え得る者に該当しないこととしております。 
 
 （３）取締役・監査役個々の指名、選任についての説明および役員の兼任状況（原則３－１(ｖ)、補充原則４－11－２） 
    取締役・監査役の指名に伴う説明および兼任状況については「株主総会招集ご通知」に略歴、地位および重要な兼職の状況等を記載して 
  おります。なお、今後は説明内容のさらなる充実を図ってまいります。また、取締役会、監査役会への出席状況等を鑑み、現役員の兼任数 
  は合理的範囲と考えております。 
 
 （４）取締役・監査役に対するトレーニングの方針（補充原則４－14－２） 
    当社では取締役・監査役が求められる役割と責務を理解し、職務遂行に役立てるべく、講演会を適宜開催するとともに、必要なセミナー、 
  シンポジウム等への出席を斡旋するほか、取締役・監査役に職務遂行に資するセミナー等への出席を促し、費用等を含め積極的に支援を 
  行うこととしております。 
    新任の取締役・監査役については、取締役・監査役に求められる役割・責務を中心に理解促進の機会を提供するほか、社外取締役・社外 
  監査役については、経営環境等を含めた会社の情報についても説明等の機会を提供することとしております。 
 
 （５）経営陣に対する委任の範囲（補充原則４－１－１） 
    取締役会は経営に関する重要な事項の意思決定、各取締役の業務執行状況の監督を行うため、法令および定款に定められた事項の 
  ほか、中長期経営計画の策定・重要な事業の決定等について「取締役会付議事項」に定め、それ以外の業務執行等の意思決定について 
  は「職務執行規程」により、取締役社長をはじめ経営陣に委ねております。 
 
 （６）取締役会全体の実効性についての分析・評価およびその結果概要 
    取締役会の実効性を確保すべく、2016年より、毎年、各取締役の自己評価等をふまえ、取締役会の実効性について、分析・評価を行い、 
  その結果の概要を開示してまいります。 
 
 （７）取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き（原則３－１(ｉｉｉ)） 
    各取締役の報酬は、個々にインセンティブを与え、より一層の企業価値向上を図れる報酬体系とするため、一定の基準に基づき、職位別 
  の固定報酬額に加え、中長期計画の達成度などを勘案した個人業績連動分および会社業績連動分から構成されております。さらに報酬 
  決定手続きとして、2016年より独立社外取締役等による指名・報酬委員会を設置し、同委員会への諮問、答申を経て取締役会にて審議の 
  うえ決定してまいります。 

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 50,045,000 4.65

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 33,309,000 3.09

富国生命保険相互会社 32,000,000 2.97

株式会社みずほ銀行 23,266,048 2.16

日本生命保険相互会社 17,712,903 1.64

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 17,523,749 1.62

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＷＥＳＴ ＣＬＩＥＮＴ － ＴＲＥＡＴＹ ５０５２３４ 15,628,111 1.45



補足説明 

３．企業属性 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

株式会社埼玉りそな銀行 12,708,846 1.18

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口７） 11,239,000 1.04

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口１） 11,183,000 1.03

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

大量保有報告書（変更報告書）について 
 株式会社みずほ銀行およびその共同保有者であるみずほ信託銀行株式会社から、平成26年５月22日付で提出された大量保有報告書（変更報
告書）により、平成26年５月15日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末時点における実質所
有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿にもとづいて記載しております。 
 なお、当該大量保有報告書の内容は、次のとおりであります。 
  氏名又は名称： 株式会社みずほ銀行ほか１名 
  住 所： 東京都千代田区大手町１－５－５ 
  所有株式数： 49,058千株 
  発行済株式総数に対する所有株式数の割合： 4.56％ 

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 陸運業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満

――― 

――― 



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1) 

会社との関係(2) 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 15 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

越村 敏昭 他の会社の出身者 ○ ○

矢ケ崎 紀子 学者

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

越村 敏昭 ○

社外取締役越村敏昭氏は、平成27年６月
まで東京急行電鉄株式会社代表取締役
会長であり、現在は同社取締役相談役お
よび松竹株式会社社外取締役に就任して
おります。また、当社代表取締役社長根
津嘉澄氏は、東京急行電鉄株式会社社
外取締役に就任しているほか、同社と当
社との間で取引がありますが、その年間
取引金額は同社および当社の連結営業
収益の１％未満であり、独立性に影響を
及ぼすものではありません。

経営陣から著しいコントロールを受け得る者ま
たは経営陣に著しいコントロールを及ぼし得る 
者に該当せず独立性を有しており、一般株主
と利益相反が生ずるおそれのないことから当
社独立役員として指定しております。また、経
営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社
の経営に反映していただくとともに、経営陣か
ら独立した立場にて客観的視点から取締役の
職務執行に関し意見、助言を行うほか、取締
役に社外取締役を意識した職務執行の説明を
行わせることで経営の効率性、公正性の確保
に重要な役割を果たしており、コーポレート・ガ
バナンスの充実に資しております。

経営陣から著しいコントロールを受け得る者ま
たは経営陣に著しいコントロールを及ぼし得る 
者に該当せず独立性を有しており、一般株主
と利益相反が生ずるおそれのないことから当



【監査役関係】 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

会社との関係(1) 

矢ケ崎 紀子 ○

社外取締役矢ケ崎紀子氏は、東洋大学
国際地域学部国際観光学科准教授およ
び日本貨物鉄道株式会社社外取締役に
就任しております。

社独立役員として指定しております。また、交
通政策・観光政策における学識者としての豊
富な知識と、他の企業での社外取締役として
の経験を当社の経営に反映していただくととも
に、経営陣から独立した立場にて客観的視点
から取締役の職務執行に関し意見、助言を行
うほか、取締役に社外取締役を意識した職務
執行の説明を行わせることで経営の効率性、
公正性の確保に重要な役割を果たしており、コ
ーポレート・ガバナンスの充実に資しておりま
す。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 5 名

 監査役と会計監査人は定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見および情報の交換を行い、効率的な監査の実施に努めて 
おります。また、監査計画については、それぞれが提出して説明を行っております。監査役は会計監査人から四半期決算については四半期レビ
ュー結果概要報告書を、期末決算については会社法監査結果概要報告書を受領し、監査重点項目等について説明を受けるとともに、財務報告
に係る内部統制に関する事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、必要に応じて会計監査人の往査および視察等に立ち会
っております。 
 監査役と内部監査部門は当社および当社グループ会社の業務ならびに財産の状況の調査その他の監査職務の執行にあたり緊密な連携を保 
ち、効率的な監査の実施に努めております。また、監査役は内部監査部門の監査結果等について定期的に報告を受け意見交換を行い、内部監 
査部門の監査結果を内部統制システムに係る監査役監査に実効的に活用しております。 
 会計監査人と内部監査部門は必要に応じ連絡・調整し、内部監査部門は会計監査人が実施する往査に立ち会う等連携を図っております。  

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

正田 修 他の会社の出身者

茂木 友三郎 他の会社の出身者

小林 喬 他の会社の出身者

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他



会社との関係(2) 

【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明

 

該当項目に関する補足説明 

【取締役報酬関係】 

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

正田 修 ○
社外監査役正田修氏は、株式会社日清 
製粉グループ本社名誉会長相談役に就 
任しております。

経営陣から著しいコントロールを受け得る者ま
たは経営陣に著しいコントロールを及ぼし得る 
者に該当せず独立性を有しており、一般株主
と利益相反が生ずるおそれのないことから当
社独立役員として指定しております。また、経
営者としての豊富な経験と幅広い見識を活か
し、経営陣から独立した立場にて客観的視点
から取締役の職務執行に関し意見、助言を行
うほか、取締役に社外監査役を意識した職務
執行の説明を行わせることで経営の公正性の
確保に重要な役割を果たしており、コーポレー
ト・ガバナンスの充実に資しております。 

茂木 友三郎 ○

社外監査役茂木友三郎氏は、キッコーマ 
ン株式会社取締役名誉会長取締役会議 
長、カルビー株式会社社外取締役および 
株式会社フジ・メディア・ホールディングス 
社外監査役に就任しております。

経営陣から著しいコントロールを受け得る者ま
たは経営陣に著しいコントロールを及ぼし得る 
者に該当せず独立性を有しており、一般株主
と利益相反が生ずるおそれのないことから当
社独立役員として指定しております。また、経
営者としての豊富な経験と幅広い見識を活か
し、経営陣から独立した立場にて客観的視点
から取締役の職務執行に関し意見、助言を行
うほか、取締役に社外監査役を意識した職務
執行の説明を行わせることで経営の公正性の
確保に重要な役割を果たしており、コーポレー
ト・ガバナンスの充実に資しております。 

小林 喬 ○
社外監査役小林喬氏は、富国生命保険 
相互会社相談役および株式会社松屋社 
外監査役に就任しております。

経営陣から著しいコントロールを受け得る者ま
たは経営陣に著しいコントロールを及ぼし得る 
者に該当せず独立性を有しており、一般株主
と利益相反が生ずるおそれのないことから当
社独立役員として指定しております。また、経
営者としての豊富な経験と幅広い見識を活か
し、経営陣から独立した立場にて客観的視点
から取締役の職務執行に関し意見、助言を行
うほか、取締役に社外監査役を意識した職務
執行の説明を行わせることで経営の公正性の
確保に重要な役割を果たしており、コーポレー
ト・ガバナンスの充実に資しております。 

独立役員の人数 5 名

・当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。 
・当社は、「独立役員の適合項目に関する補足説明」において、一般消費者と同様の取引であり、かつ僅少な取引については記載しておりませ 
ん。 

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

 各取締役の報酬は、個々にインセンティブを与え、より一層の企業価値向上を図れる報酬体系とするため、一定の基準に基づき、職位別の固
定報酬額に加え、中長期計画の達成度などを勘案した個人業績連動分および会社業績連動分から構成されております。 

ストックオプションの付与対象者

――― 



該当項目に関する補足説明 

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

 

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

 平成26年度における当社取締役および監査役に対する職務執行の対価としての報酬額は次のとおりであります。 
取締役に支払った報酬額 277百万円（使用人兼務取締役の使用人分給与（賞与を含む）81百万円を含まない。） 
監査役に支払った報酬額 65百万円 
              計  343百万円 

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無 あり

 各取締役の報酬は、個々にインセンティブを与え、より一層の企業価値向上を図れる報酬体系とするため、一定の基準に基づき、職位別の固
定報酬額に加え、中長期計画の達成度などを勘案した個人業績連動分および会社業績連動分から構成されております。 

 必要に応じ、業務を担当している部署および総務法務部担当者から、社外役員本人あるいは秘書を通じ、電話連絡あるいは直接訪問し説明 
しております。  

 当社の取締役会につきましては、社外取締役２名を含む取締役15名で構成されており、経営に関する重要な事項について審議のうえ意思決定
を行うとともに業務執行状況の監督を行っております。 
 特に、社外取締役を選任していることにより、取締役は社外取締役を意識した職務執行の説明を行うとともに、その客観的な意見、助言を経営
に反映させるなど、社外取締役は経営の効率性、公正性の確保に重要な役割を果たしており、コーポレート・ガバナンスの充実に資しているた 
め、今後も現状の体制を維持してまいります。 
 また、取締役会を補完し、常務以上の役付取締役等および常勤監査役で構成される常務会は、取締役会付議事項案件を含む経営に関する重
要な事項について審議するとともに、事業運営等に関する重要な情報の共有化を図っております。 
 さらに、内部統制システムの信頼性を確保すべく、企業倫理の確立と役員および全従業員における遵法意識の一層の徹底を図るため、日常行
動の具体的な指針を定め、教育体制を整備するなど、コンプライアンス経営の推進に努めております。危機管理につきましては、危機管理の指 
針や組織を制定し、危機管理体制を構築、推進するとともに、法的リスクに対応するため、総務法務部において、顧問弁護士からアドバイスを受 
ける体制を整備しており、法務機能のさらなる充実を図ってまいります。また、当社グループの業務の適正を確保するため、子会社等を統括管理
するグループ事業部にて、グループ会社管理規程に基づき、子会社等の業務執行について、管理、支援を行うほか、グループガバナンスの一層
の強化を目指して、定期的に「東武グループコーポレート会議」等を開催し、グループ経営方針の伝達と経営情報の共有化をはかり、子会社等と
連携し、グループ全体でのコンプライアンス経営体制の整備を推進しております。また、監理部内にグループ会社監査担当として、部長以下４名
を配置し、監査計画にもとづき内部監査を実施しております。加えて、経営内容の公正性と透明性を高めるため、決算説明会や沿線施設見学会
等のＩＲ活動を行うとともに、ホームページを通じた企業情報の提供などを行っており、一層の適時・適切な情報開示に努めてまいります。 
 監査役監査につきまして、社外監査役３名を含む５名の各監査役は、取締役会へ出席するほか、監査役会が定めた「監査役監査基準」に準拠 
して策定した監査方針、監査計画、監査業務分担に従い、重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、当社グループ会社に対するテーマ監 
査、取締役・各部長に対するヒアリングの実施、グループ常勤監査役会の開催、グループ会社決算説明会への出席、グループ会社を含む業務お
よび財産の状況の調査等を通じて、リスク管理を踏まえた取締役の職務執行の監査を行い、その状況を定期的に開催する監査役会に報告し、審
議のうえ監査意見を形成するとともに、監査の実効性を確保しております。なお、常勤監査役の中嶋直孝氏は、当社の経理および財務部門にお 
いて長年にわたる業務経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 
 また、監査役は、取締役のほか、コンプライアンス所管部門、危機管理所管部門、財務部門その他内部統制機能を所管する部署（以下「内部統
制部門」という。）から内部統制システムの整備、運用状況について定期的かつ随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めております。さらに、
経営方針や会社の重要な課題について適宜代表取締役と意見交換を行い、監査業務の実効性を高めております。このほか、監査役の業務を補
助するため専任の監査役スタッフを配置し、その人選・異動については、監査役と協議のうえ行っております。 
 当社では、経営陣から著しいコントロールを受け得る者または経営陣に著しいコントロールを及ぼし得る者に該当せず独立し、さらに経営者とし
ての豊富な経験と幅広い見識を有する社外監査役３名を選任することにより、監査業務の実効性を確保しております。また、取締役は社外監査 
役を意識した職務執行の説明を行うとともに、その客観的な意見、助言を経営に反映させることなど、社外監査役は経営の公正性の確保に重要 
な役割を果たしており、コーポレート・ガバナンスの充実に資しているため、今後も現状の体制を維持してまいります。 
 当社における内部監査につきましては、監理部内に部長以下４名からなる内部監査部門を設置し、業務の遂行状況を合法性と合理性の観点
から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供および改善への助言・提案等を代表取締役および内部統制部門を含めた関係部署に行うこと
で、業務の適正な運営を維持するとともに業務改善および経営の効率化を目指して実施しております。 
 会計監査および財務報告に係る内部統制の監査につきましては、当社と監査契約を締結している有限責任 あずさ監査法人が独立した立場か
ら実施しております。平成26年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については、次のとおりです。 
・監査業務を執行した公認会計士の氏名 
 柳澤秀樹、細矢聡、冨樫高宏 
・監査業務に係る補助者の構成 
 公認会計士 21名、 その他 37名 
（注）その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。 
 
・内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携 
 監査役と会計監査人は定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見および情報の交換を行い、効率的な監査の実施に努めて
おります。また、監査計画については、それぞれが提出して説明を行っております。監査役は会計監査人から四半期決算については四半期レビ
ュー結果概要報告書を、期末決算については会社法監査結果概要報告書を受領し、監査重点項目等について説明を受けるとともに、財務報告
に係る内部統制に関する事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、必要に応じて会計監査人の往査および視察等に立ち会
っております。 
 監査役と内部監査部門は当社および当社グループ会社の業務ならびに財産の状況の調査その他の監査職務の執行にあたり緊密な連携を 
保ち、効率的な監査の実施に努めております。また、監査役は内部監査部門の監査結果等について定期的に報告を受け意見交換を行い、内 
部監査部門の監査結果を内部統制システムに係る監査役監査に実効的に活用しております。 



３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

 会計監査人と内部監査部門は必要に応じ連絡・調整し、 内部監査部門は会計監査人が実施する往査に立ち会う等連携を図っております。 
 
・社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係 
 社外取締役は取締役会において、代表取締役および業務執行取締役が、内部監査を受け必要に応じ立案する対策の決定について、客観的立
場から監督機能を果たすほか、監査役および会計監査人の監査報告を受け、監督業務の実効性を高めております。 
 また、取締役会において、内部統制基本方針の決定に携わるとともに、その整備、運用実績の報告を受けております。 
 社外監査役は監査役会および常勤監査役を通じて内部監査部門による監査結果等について定期的に報告を受け、内部統制システムに係る監
査役監査に実効的に活用 しております。また、常勤監査役から会計監査人の監査計画報告書、四半期レビュー報告書、会計監査人の往査およ 
び視察等の状況について説明を受けております。さらに、期末決算については、監査役会に出席した会計監査人より重点監査項目等の説明を受
けるとともに、財務報告に係る内部統制に関する事項について報告を受け、意見交換を行い、 監査の実効性を高めております。 
 さらに、監査役会等を通じて取締役のほか、内部統制部門から内部統制システムの整備、運用状況について定期的かつ随時報告を受け、必要
に応じ説明を求めております。  

 「２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）」に記載のとおり、当社は、取締
役の職務執行に関し、公正性、効率性を確保するため、社外取締役を含む取締役会による監督や社外監査役を含む各監査役による有効な監査
を実施するとともに、内部監査部門の設置やコンプライアンス経営の推進、危機管理体制の構築に加え、経営責任を明確にするため、取締役の 
任期を１年とするなど必要にして十分なコーポレート・ガバナンス体制を構築していると考えており、現状の体制を採用しております。  



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 

２．ＩＲに関する活動状況

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

平成27年６月開催定時株主総会に係る実績 
・開催日から21日前である６月４日に発送した。  
・発送に先駆け、開催日から28日前である５月28日に東京証券取引所および当社ホームペー
ジに掲載した。

電磁的方法による議決権の行使 平成26年６月開催定時株主総会から実施している。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環
境向上に向けた取組み

平成26年６月開催定時株主総会から議決権電子行使プラットフォームに参加している。

その他
招集通知について当社ホームページへ掲載しているほか、総会当日の事業報告等について
ビジュアル化を実施している。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ホームページ（http://www.tobu.co.jp/ir/outline/）にて公表している。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年２回（年度決算および第２四半期決算後）、取締役社長が説明者となり、決
算、東武グループ各セグメント別の施策および「東武グループ中期経営計画」
の推進状況等を説明しております。 
さらに、年に１回、当社グループ施設見学会を実施しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページ（http://www.tobu.co.jp/ir/bs/）にて掲載している。 
掲載情報：決算説明会プレゼンテーション資料・FACT BOOK

IRに関する部署（担当者）の設置
担当部署：財務部 担当責任者：財務部長 
事務連絡責任者：財務部IR担当課長

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

ステークホルダーへの誠実かつ適切な企業行動を行うべく、「東武グループコンプライアンス基 
本方針」「コンプライアンス・マニュアル」に行動指針を定めている。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

「社会環境報告書」を年１回定期的に制作し、当社ホームページ 
（http://www.tobu.co.jp/csr/report/）にて掲載している。 
掲載情報：トップコメント、取組事例、コミュニケーション、環境マネジメントシステム、環境会計 
また「こども版 社会環境報告書」を作成し、駅等で配布している。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

適時適切な情報開示を行うべく、「東武グループコンプライアンス基本方針」「コンプライアンス・ 
マニュアル」に行動指針を定めている。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

 当社は、取締役会において、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するため 
の体制につき、次のとおり決議しております。 
 
（１）当社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 
 当社は、役職員が法令および定款等を遵守して意思決定・業務執行を行うため、コンプライアンスに関する行動原則として「東武グループコンプ
ライアンス基本方針」を制定するとともに、行動指針としてのコンプライアンス・マニュアルおよびコンプライアンスカードを作成のうえ全役職員に配
付し、継続的に教育研修等を実施する。また、コンプライアンスの取り組みを社内横断的に統括する専門部署やコンプライアンスに関する通報・
相談窓口の設置のほか、推進状況の監視機関である「コンプライアンス委員会」等の整備により、コンプライアンス経営体制を構築、推進する。 
 
（２）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 
 当社は、取締役の職務執行、意思決定に関する書類である取締役会議事録・稟議等の書類を法令および社内規程に基づき、適切に保存・管
理する。 
 
（３）当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
 当社は、事故、災害等に関する危機管理について、「危機管理規程」等を社内規則で定めるとともに、担当部署でマニュアル等を作成・配付す
る。また、危機管理を統括する組織として設置した「危機管理委員会」を定期的に開催し、危機に関する情報の共有化を図るほか、万一危機が発
生した場合等、必要に応じて同委員会を開催し、その対応等を迅速に協議・実施する体制を構築する。 
 
（４）当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
 当社は、「職務執行規程」等に基づいた権限と責任のもとに業務を執行する。また、定期的に取締役会を開催し、経営に関する重要な事項につ
いて意思決定を行うとともに各取締役の業務執行状況を監督する。さらに、取締役会の機能を補完し経営効率を向上させるため、常務会を定期
的に開催し、経営に関する重要な事項について審議するほか、事業運営等に関する重要な情報の共有化を図る。 
 
（５）当社および子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
 当社は、子会社等を統括管理する専門部署を設置し、グループ会社管理規程に基づき、子会社等の業務執行について、管理、支援を行い、子
会社等における当社への報告体制、危機管理体制、業務執行の効率性を確保する体制を構築するとともに、内部監査部門が子会社等に対し監
査を行い、グループガバナンスの一層の強化を図る。また、定期的に「東武グループコーポレート会議」の開催等により、グループ経営方針の伝
達と子会社等の業務執行状況および経営情報の共有化を図り、子会社等と連携し、グループ全体でのコンプライアンス経営体制を構築する。さ
らに、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他法令に基づき財務報告に係る業務の適正性を確保するための体制を整備する
とともに有効性の評価、不備の改善を行う。 
 
（６）当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の当社の取締役から
の独立性ならびに当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 
 当社は、専任の監査役スタッフを配置し、当社の監査役の指示に基づき監査役の職務の執行を補助する。また、当該監査役スタッフの人選・異
動については、当社の監査役と協議のうえ行う。 
 
（７）当社および子会社等の取締役および使用人等が当社の監査役に報告するための体制ならびに当社の監査役へ報告した者がその報告をし
たことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 
 当社の監査役は、取締役会のほか、重要な業務執行事項に関し審議・報告を行う常務会等の社内会議に出席するとともに、稟議書その他の業
務執行、意思決定に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社の取締役または使用人にその説明を求める。さらに、当社の監査役は、「グ
ループ常勤監査役会」の開催等により、子会社等における業務執行に関する報告を受けるとともに、内部監査部門が子会社等に対して実施した
監査結果の報告を定期的に受ける。また、当社および子会社等は、内部通報体制を構築し、内部通報者に対する適切な取扱いを定める。 
 
（８）当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理
に係る方針に関する事項 
 当社は、当社の監査役の職務の執行に協力し、監査に要する諸費用について、これを負担する。 
 
（９）その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
 当社の監査役は「監査役監査基準」に準拠して策定した監査方針、監査計画により、定期的に監査役会を開催するほか、当社の取締役からの
報告事項を定め、経営方針や会社の重要な課題等について、適宜、代表取締役と意見交換を行う。 

（１）基本的な考え方 
 当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、いかなる要求等も断固として拒絶する。 
 
（２）整備状況 
 当社は反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止する観点から、コンプライアンス・マニュアルにおいて反社
会的勢力への対応を明記し役職員への周知を図っているほか、取引先との契約書類において反社会的勢力排除条項を導入している。また、反
社会的勢力による不当要求に備え、総務法務部を対応統括部署とし、平素から警察、暴力団追放運動推進都民センター、弁護士等の外部の専
門機関と緊密な連携関係を構築し、反社会的勢力に関する情報の収集・管理を行うとともに、「東武グループ連絡協議会」においてグループ会社
への研修等を適宜行っている。さらに反社会的勢力から不当要求がなされた場合には、暴力団追放運動推進都民センター等が示している暴力
団等反社会的勢力に対する対応の基本・具体的な応対要領等に従って対応する。 



Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

買収防衛策の導入の有無 あり

 当社では平成27年６月26日開催の定時株主総会において、当社の企業価値・株主共同の利益の確保およびお客様の信頼の基礎である輸送
の安全を確保する取り組みとして、当社に対する濫用的な買収等を未然に防止することを目的とする、当社株式の大量買付行為に関する対応策
の導入を決議いたしました。 
 なお、本対応策の詳細につきましては、当社ホームページ（http://www.tobu.co.jp/ir/）に掲載の、平成27年５月20日付東証開示資料「当社株式
の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に関するお知らせ」 をご参照ください。 
 
 
 また、当社では、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について、次のとおり決定しております。 
 
１ 基本方針の内容 
 当社は、企業価値および株主共同の利益の確保・向上ならびに当社の基幹事業である運輸業における輸送の安全を確保するための取り組み
を一層推進してまいりますが、近時、わが国の株式市場等においては、買付の対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の
株式の買付を強行するといった事例がみられるようになりました。 
 もとより、当社は、株式の大量買付であっても、当社の株主共同の利益の確保・向上ならびに輸送の安全の確保・向上に資するものであれば、
これを一概に否定するものではありません。 
 しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値および株主共同の利益ならびに輸送の安全の確保・向上に対する明
白な侵害をもたらすもの、株主様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主様が買付の条件等について検
討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値および株主共同の
利益ならびに輸送の安全の確保・向上に資さないものも少なくありません。 
 当社は、信頼の確立、成長基盤の確立を基に継続的に企業価値および株主共同の利益を確保・向上させていくために、経営の根底にある「安
全・安心」の提供や鉄道事業者としての公共的使命に関する基本的な考え方を、今後も引き続き維持・推進していくことが不可欠であると考えま
す。 
 東武グループでは、「東武グループ中期経営計画2014～2016」を策定し、前中期経営計画「東武グループ中期経営計画2010～2013」期間中に
実現した東京スカイツリータウンプロジェクトを含めた各事業の収益基盤の強化に注力することに加え、2020年も見据えた今後の収益源となる事
業創出に取り組み、将来にわたる持続的成長を目指しております。 
 このような経営戦略が、当社株式の大量買付を行う者により短期的な利益のみを追求するような経営に変わるようなことがあれば、当社の企業
価値および株主共同の利益ならびに輸送の安全の確保・向上は損なわれることになります。 
 こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式に対する不適切な買付により当社の企業価値および株主共同の利益ならびに輸送の安全の
確保・向上が毀損されることを防止するためには、買付に応じるべきか否かを株主様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するため
に必要な情報や時間を確保すること、および株主様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とするための体制を、平時において整えておくこ
とが必要不可欠と考えております。 
 
２ 具体的な取り組み 
（１）会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組み 
 当社の株主共同の利益の確保・向上ならびに輸送の安全の確保・向上に向けて、当社を中核とする東武グループは、信頼の確立と成長基盤の
確立を基に事業活動を推進しておりますが、この事業活動の根幹にあるものが「安全・安心」の提供であり、すべての事業における信頼の基礎で
ある「安全・安心」を提供し続けることが、東武グループ全体の企業価値および株主共同の利益の確保・向上の根幹をなすものと考えております。
 また、当社は、東武グループの中長期的な成長のため運輸事業を中心に、レジャー、不動産、流通、その他の各セグメントにおいて収益拡大を
継続できる経営基盤の強化に努めることで、引き続き企業価値および株主共同の利益の確保・向上をはかってまいる所存であります。 
 
（２）基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み 
 当社は、平成27年６月26日開催の定時株主総会において「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいま
す。）の導入について承認を得ております。 
 本プランは、当社株式等の大量買付行為が行われる場合に、株主様が適切な判断をするために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、
買収者との交渉の機会を確保することなどにより、当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上ならびに輸送の安全を確保・向上させる
ことを目的としています。 
 本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者およびその共同保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付、または当社が発
行者である株券等について、公開買付に係る株券等の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開
買付（以下「買付等」と総称し、買付等を行おうとする者を「買付者等」といいます。）を対象とします。 
 当社の株券等について買付等が行われる場合、当該買付等に係る買付者等には、買付内容等の検討に必要な情報および本プランに定める手
続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面の提出を求めます。その後、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員のみから構成
される独立委員会が買付者等から提出された情報や、当社取締役会が必要に応じて提出する買付者等の買付等の内容に対する意見およびそ
の根拠資料、当該買付等に対する代替案について、評価・検討するものとします。独立委員会は、必要に応じて、独立した第三者の助言を得たう
え、買付等の内容の検討、当社取締役会の提示した代替案等の検討、買付者等との協議・交渉、当社取締役会等を通じた株主に対する情報開
示等を行います。 
 独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続を遵守しなかった場合、または買付等の内容の検討等の結果、買付者等による買付等
が企業価値および株主共同の利益ならびに輸送の安全の確保・向上に対する明白な侵害をもたらす恐れのある買付等であるなど、本プランに定
める要件のいずれかに該当し、新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、当社取締役会に対して、新株予約権
の無償割当てを実施すべき旨の勧告を行います。なお、独立委員会は、新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合で
も、新株予約権の無償割当てを実施することについて株主総会の決議を経ることが相当であると判断した場合には、当社取締役会に対して、株
主総会を招集し、新株予約権の無償割当ての実施に関する議案を諮ることの勧告を行います。この新株予約権は、１円を下限とし当社株式１株
の時価の２分の１の金額を上限とする金額の範囲内で、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において定める金額を払い込むことによ
り、原則として当社株式１株を取得することができるものですが、買付者等による権利行使が認められないという行使条件が付されています。ま
た、当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項が付されており、当社がかかる条項に
基づく取得をする場合、新株予約権１個と引換えに、対象株式数に相当する数の当社株式を交付することができるものとします。当社取締役会
は、独立委員会の上記勧告を 大限に尊重して新株予約権無償割当ての実施または不実施等の決議をするものとします。ただし、当社取締役
会は、独立委員会から、株主総会を招集し、新株予約権の無償割当ての実施に関する議案を諮ることの勧告を受けた場合には、実務面を含め



２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

株主総会の開催が著しく困難な場合を除き、速やかに株主総会を招集し、新株予約権による無償割当ての実施に関する議案を付議する旨決議
するものとします。当社取締役会は、上記決定を行った場合には速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項につい
て情報開示を行います。 
 本プランの有効期間は平成27年６月26日開催の定時株主総会終了後３年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関する定時株主総会
の終結の時までです。ただし、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランに係る新株予約権の無償割当てに関する事項の
決定についての取締役会への上記委任を撤回する旨の決議が行われた場合、または、当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行わ
れた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。 
 本プラン導入後であっても、新株予約権無償割当てが実施されていない場合、株主の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。他
方、新株予約権無償割当てが実施された場合、株主の皆様が新株予約権行使の手続きを行わないとその保有する株式の価値は希釈化される
場合があります（ただし、当社が当社株式を対価として新株予約権の取得を行った場合、その保有する株式の希釈化は生じません。）。 
 
（３）具体的取り組みに対する当社取締役会の判断およびその理由 
 前記２（１）に記載した取り組みは、いずれも当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上ならびに輸送の安全の確保・向上に資する具
体的方策として策定されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。 
 また、本プランは前記２（２）記載のとおり、企業価値および株主共同の利益ならびに輸送の安全を確保・向上させる目的をもって導入されたもの
であり、当社の基本方針に沿うものです。とくに、本プランは当社の株主総会において決議がなされ導入しているため、株主意思を重視するもの
であること、その内容として合理的な客観的発動要件が設定されていること、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員のみから構成さ
れる独立委員会を設置し、本プランの発動に際しては必ず独立委員会の判断を得ることが必要とされていること、独立委員会は当社の費用で独
立した第三者の助言を得ることができるとされていること、独立委員会から、株主総会を招集し、新株予約権の無償割当ての実施に関する議案を
諮ることの勧告を受けた場合には、実務面を含め株主総会の開催が著しく困難な場合を除き、速やかに株主総会を招集し、新株予約権による無
償割当ての実施に関する議案を付議するとされていること、本プランは有効期間を約３年間と定め、有効期間の満了前であっても当社の株主総
会または取締役会によりいつでも廃止できるとされていることなどにより、その公正性・客観性が担保されており、合理性を有し、企業価値および
株主共同の利益の確保・向上ならびに輸送の安全の確保・向上に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではあり
ません。 

適時開示体制の概要 
 
１ 適時開示に係る基本姿勢 
 当社では、株主、投資家の方々をはじめ、社会に対し、経営の透明性を確保するため、経営成績、事業状況などを積極的に開示する旨等をIR 
指針において定め、ホームページに掲載しております。 
 また、当社グループの役職員に対して、「東武グループコンプライアンス基本方針」を定めており、その中で「私たちは、適時・適切な情報開示に
よる投資家の皆様からの信頼をベースに、経営環境の変化に対応した事業展開によって企業価値増大を目指し、誠実な企業行動を推進しま 
す。」との基本姿勢を示し、周知をはかっております。 
 
２ 適時開示に係る社内体制 
 当社では、東京証券取引所の規程に定められている適時開示に係る会社情報およびその他株価に影響を与える可能性のある情報（以下「適
時開示情報」という）の適時開示について、総務法務部担当役員が情報取扱責任者となり、次のとおり対応しております。 
（１） 適時開示情報収集・適時開示の判断 
 各部署およびグループ会社において適時開示情報が発生した場合、当該部署（グループ会社の情報については、当社グループ事業部）が当該
情報を確認し、総務法務部へその内容を連絡いたします。適時開示情報かどうか判断に迷う場合、総務法務部担当役員を中心に関係する役員 
の協議により、適時開示の要否を決定いたします。 
 
（２） 東京証券取引所への適時開示 
 決定事実および決算情報については内容を取締役会等にて承認した後、発生事実については発生後、代表取締役社長、代表取締役および総
務法務部担当役員の承認を受け、総務法務部が適時開示を行います。 



当社のコーポレート・ガバナンス体制（模式図） 
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適時開示体制の概要（模式図） 

 

 

以 上 

（適時開示情報） 

グループ会社情報 決算情報 決定事実 発生事実 

 

（所管部署） 

グループ事業部 財務部 経営企画部・グループ事業部・総務法務部・財務部等

 

（適時開示情報収集） 
 

 

総務法務部 

 

（適時開示の判断） 

総務法務部担当役員（情報取扱責任者）を中心に関係役員により協議 

 

（決定事実・決算情報の承認） 

取締役会等 

 

（適時開示情報の開示承認） 

代表取締役社長、代表取締役、総務法務部担当役員 

 

（適時開示）      

総務法務部 

 

東京証券取引所 


